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　　　附　則

（施行期日等）
１　この訓令は、令和７年３月25日から施行する。
２　この訓令による改正後の京都府文書の保管、保存等
に関する規程（以下「改正後の規程」という。）の規定は、
令和６年度以後に完結する文書等について適用する。
（経過措置）
３　令和５年度以前に完結した文書等でこの訓令による
改正前の京都府文書の保管、保存等に関する規程（以
下「改正前の規程」という。）の規定の適用を受けて
いたものの管理については、なお従前の例による。た
だし、当該文書等のうち、主務課の長が適当と認める
ものについては、改正後の規程に基づいて整理するも
のとする。
４　改正後の規程第３条第２項の規定による文書分類の
定め及び改正後の規程第６条第５項の規定による保存
年数の定めについては、当分の間、改正前の規程別表
による文書分類表の様式の例に準じて定めるものとす
る。
（京都府文書規程の一部改正）
５　京都府文書規程（昭和30年京都府訓令第26号）の一
部を次のように改正する。
　　第３条第２項中「別表」を「第３条第２項」に改める。

　訓　　　　令　

京都府訓令第５号

本　　庁　

　京都府文書の保管、保存等に関する規程の一部を改正
する訓令を次のように定める。

　　令和７年３月25日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府文書の保管、保存等に関する規程の一部を
改正する訓令

　京都府文書の保管、保存等に関する規程（昭和63年京
都府訓令第５号）の一部を次のように改正する。
　第３条第２項中「別表」を「別」に改める。
　第６条第５項を次のように改める。
５　知事は、第１項又は前項の規定により保存年数を定
め、又は変更したときは、速やかにこれを公示するも
のとする。
　第９条中「前条」を「前２条」に改め、「別表に規定する」
を削る。
　別表を削る。

　告　　　　示　

京都府告示第136号

　京都府財産取扱規則第56条の規定による帳簿及び様式を定めた告示（平成19年京都府告示第593号）の一部を次のよ
うに改正し、令和７年４月１日から施行する。
　なお、この告示による改正前の京都府財産取扱規則第56条の規定による帳簿及び様式を定めた告示の様式による用紙
は、当分の間、この告示による改正後の京都府財産取扱規則第56条の規定による帳簿及び様式を定めた告示の様式によ
る用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　
第８号様式中

「

」
を
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３　契約日
　　令和７年３月７日
４　契約の相手方の名称及び住所
　　伊藤忠商事株式会社
　　大阪市北区梅田三丁目１番３号
　　株式会社梓設計
　　東京都大田区羽田旭町10番11号
　　株式会社大林組大阪本店
　　大阪市中央区北浜三丁目５番29号
　　株式会社電通
　　東京都港区東新橋一丁目８番１号
　　株式会社ハリマビステム
　　横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号　横浜ラン
ドマークタワー
　　協栄ビル管理株式会社
　　京都市中京区寺町通夷川上る久遠院前町675番地の
１

　　伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
　　東京都中央区日本橋大伝馬町１番４号
　　シンコースポーツ株式会社
　　東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号
　　ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社
　　東京都港区港南一丁目２番70号
　　京銀リース株式会社
　　京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町731番地
５　契約金額
　　28,840,240,000円に支払利息並びに物価変動及び法
令の改正等に伴う増減額を加算した額
６　契約の方法
　　随意契約
７　随意契約とした理由
　　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

京都府告示第137号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立丹後海と星の見える丘公園
２　指定管理者　宮津市字大島496番地の２
　　　　　　　　特定非営利活動法人地球デザインス

クール
　　　　　　　　理事長　市瀬　拓哉
３　指定の期間　令和７年４月１日から令和12年３月31

日まで

京都府告示第138号

　随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　特定役務の名称及び数量
　　京都アリーナ（仮称）整備等事業　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府文化施設政策監
　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

「

」

に改める。
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　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第142号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から変更の届出が
あった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第143号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

例を定める政令（平成７年政令第372号）第11条第１
項第１号

京都府告示第139号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立府民ホール
２　指定管理者　京都市中京区高倉通三条上る東片町

623番地の１
　　　　　　　　創
　　　　　　　　代表者　公益財団法人京都文化財団
　　　　　　　　理事長　山田　啓二
３　指定の期間　令和７年４月１日から令和12年３月31

日まで

京都府告示第140号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立堂本印象美術館
２　指定管理者　京都市中京区高倉通三条上る東片町

623番地の１
　　　　　　　　公益財団法人京都文化財団
　　　　　　　　理事長　山田　啓二
３　指定の期間　令和７年４月１日から令和12年３月31

日まで

京都府告示第141号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。
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京都府告示第144号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の
規定により、次のとおり指定医療機関から辞退の届出が
あった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第145号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第148号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から変更の届出があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第149号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第146号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第147号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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号）第51条第１項の規定により、次のとおり指定医療機
関から辞退の届出があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第150号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144

京都府告示第151号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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　　　　　　　　特定非営利活動法人八木町スポーツ協
会

　　　　　　　　会長　麻田　健治
３　指定の期間　令和７年４月１日から令和10年３月31

日まで

京都府告示第155号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、
次のとおり保安林の指定をする予定である旨農林水産大
臣から通知があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　保安林予定森林の所在場所
　　舞鶴市字野村寺小字善寿寺207の１、207の２、208
から213まで、10004、10005の１、10006から10021ま
で、10021の１から10021の４まで
２　指定の目的
　　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　小字善寿寺207の１・207の２・208（以上３筆

について次の図に示す部分に限る。）、209、210・
211・213・10004・10021・10021の１から10021の
４まで（以上９筆について次の図に示す部分に限
る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を
定めない。

　　ウ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当
該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府中丹広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
て縦覧に供する。なお、舞鶴市役所においてその図面及
び関係書類を閲覧することができる。）

京都府告示第156号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用

京都府告示第152号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第153号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立山城勤労者福祉会館
２　指定管理者　さいたま市浦和区仲町一丁目12番１号
　　　　　　　　日本環境マネジメント株式会社
　　　　　　　　代表取締役　片山　安茂
３　指定の期間　令和７年４月１日から令和10年３月31

日まで

京都府告示第154号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称　京都府立口丹波勤労者福祉会館
２　指定管理者　南丹市八木町西田柳原15番地１
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木津川市鹿背山鹿口21
から

木津川市鹿背山鹿口20
を経て

木津川市鹿背山鹿口20
地先まで

前

最小　 4.6

最大　12.8
91.0

工事に伴う
仮設道の廃
止

木津川市鹿背山鹿口21
から

木津川市木津白口44の
１（右）を経て

木津川市鹿背山鹿口20
地先まで

最小　 4.6

最大　 9.3
89.9

木津川市鹿背山鹿口21
から

木津川市木津白口44の
１（右）を経て

木津川市鹿背山鹿口20
地先まで

後
最小　 6.4

最大　 9.6
89.9

木津川市鹿背山鹿口23
の１地先から

木津川市鹿背山鹿口23
の１を経て

木津川市鹿背山鹿口24
の３地先まで

前

最小　 5.4

最大　 8.1
54.0

区域の廃止

廃道

延長54.0ｍ

幅員

最小 1.1ｍ

最大 5.4ｍ
木津川市鹿背山鹿口23
の１地先から

木津川市木津白口45
（右）を経て

木津川市鹿背山鹿口24
の３地先まで

最小　 5.4

最大　 9.4
65.5

木津川市鹿背山鹿口23
の１地先から

木津川市鹿背山鹿口23
の１を経て

木津川市鹿背山鹿口23
の１まで

後

最小　 3.6

最大　13.2
32.4

木津川市鹿背山鹿口23
の１地先から

木津川市木津白口45
（右）を経て

木津川市鹿背山鹿口24
の３地先まで

最小　 5.4

最大　 9.4
65.5

木津川市木津白口47
（右）から

木津川市木津白口48
（右）まで

前
最小　11.5

最大　19.9

35.6

区域の廃止

廃道

延長35.6ｍ

幅員

最小 0.0ｍ

最大 7.5ｍ

後
最小　 9.3

最大　12.1

木津川市鹿背山鹿口24
地先から

木津川市鹿背山鹿口24
まで

前
最小　 5.0

最大　 9.3
17.5

後
最小　 5.3

最大　 9.3

する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和６年京都府告示第522号）が令和７年３月５日
終了した旨測量計画機関の長である京都府大野ダム総合
管理事務所長から通知があった。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　南丹市美山町樫原ほか地内

京都府告示第157号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年３月25日から令和７年４月８日まで縦覧に供する。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　木津加茂線
３　道路の区域

区　　　　　間
変更
前後
別

敷地の 
幅　員 延　長 備　考

木津川市鹿背山当田49
の１地先から

木津川市鹿背山当田48
の３地先を経て

木津川市鹿背山鹿口10
まで

前

ｍ

最小　 5.8

最大　 8.2

ｍ

113.8

工事に伴う
仮設道の廃
止

木津川市鹿背山当田49
の１地先から

木津川市鹿背山当田45
の１を経て

木津川市鹿背山鹿口10
まで

最小　 5.0

最大　19.0
72.7

木津川市鹿背山当田49
の１地先から

木津川市鹿背山当田45
の１を経て

木津川市鹿背山鹿口10
まで

後
最小　 5.7

最大　19.0
72.7

木津川市鹿背山鹿口10
から

木津川市鹿背山鹿口21
まで

前
最小　 3.4

最大　 8.1
143.8

後
最小　 5.2

最大　13.2
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項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指
定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　施設の名称
　⑴　公営住宅　吉田近衛団地、田中関田団地、西天王
町団地、岩倉団地、山科東野団地、山科大宅団地、
西七条団地、久世団地、嵯峨天竜寺団地、常盤団地、
天授が岡団地、周山団地、墨染団地、深草鍵屋団地、
淀際目団地、深草団地、桃山日向団地、小栗栖西団
地、北後藤団地及び羽束師団地

　⑵　準公営住宅　深草団地
　⑶　特別賃貸府営住宅　岩倉長谷団地、桃山伊賀団
地、小栗栖西団地及び北後藤団地

２　指定管理者　東京都世田谷区用賀四丁目10番１号
　　　　　　　　株式会社東急コミュニティー
　　　　　　　　代表取締役　木村　昌平
３　指定の期間　令和７年４月１日から令和12年３月31

日まで

京都府告示第160号

　京都府府営住宅条例に基づく数値及び京都府府営住宅
条例施行規則に基づく数値を定めた告示（平成10年京都
府告示第55号）の一部を次のように改正し、令和７年４
月１日から施行する。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　表洛西竹の里団地の項中
「

を１、４、７、
10、12棟

0.8724

」
「

に改

１、４、10、
12棟

0.8724

７棟 505、506号 0.9024

上記以外 0.8724
」

め、同表八幡男山団地の項中
「

を301、402、405、504号 0.8083
」

「

に改め、同表田
301、402、405、504号 0.8083

501、503号 0.8983
」

辺団地の項中「404、406」を「404、406、407」に、「210」

木津川市鹿背山鹿口24
から

木津川市城山台３丁目
１の１（右）を経て

木津川市鹿背山青渕４
の１地先まで

前

最小　 6.5

最大　 7.4
26.1

工事に伴う
仮設道の廃
止

木津川市鹿背山鹿口24
から

木津川市鹿背山青渕３
地先を経て

木津川市鹿背山青渕４
の１地先まで

最小　 5.7

最大　 7.2
31.0

木津川市鹿背山鹿口24
から

木津川市鹿背山青渕３
地先を経て

木津川市鹿背山青渕４
の１地先まで

後
最小　 5.7

最大　 7.2
31.0

４　縦 覧 場 所　　京都府山城南土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第158号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年３月25日から令和７年４月８日まで縦覧に供する。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　木津加茂線
３　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

木津川市木津白口33の１（右）地先
から

木津川市鹿背山鹿口24まで
令和７年３月25日

４　縦 覧 場 所　　京都府山城南土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第159号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
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　　茨木市上穂積二丁目３の32　プロシードＯＳ302
　　中島　寛

公　営　企　業

京都府公営企業告示第３号

　落札者を次のとおり決定した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　特定役務の名称及び数量
　　桂川右岸流域下水道洛西浄化センター運転管理業務
委託（流７洛西第13号の１）
　　桂川右岸流域下水道雨水幹線運転管理業務委託（流
７桂川右岸雨水第13号の４）　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府流域下水道事務所総務課
　　長岡京市勝竜寺樋ノ口１
３　落札決定日
　　令和７年２月12日
４　落札者の名称及び所在地
　　日本メンテナスエンジニヤリング株式会社京都支店
　　乙訓郡大山崎町字大山崎小字鏡田10番地９
５　落札金額
　　3,960,000,000円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和６年11月19日

を「211」に、「502、503、505～508号」を「501～508号」
に、「401、402、404」を「401」に改める。

　公　　　　告　

　建築士法（昭和25年法律第202号）第９条第１項の規
定により、次のとおり建築士の免許を取り消した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

取消年月日 氏　名 免許の別 登録番号 取消理由

令　　　
 7. 3.12 草島　保雄 二級建築士 第13006号 第２号該当

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年３月25日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　城陽市寺田水度坂６の２の一部、８の一部
　　（関連区域）
　　市有地
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

教　育　委　員　会

京都府教育委員会告示第１号

　京都府文化財保護条例（昭和56年京都府条例第27号）第52条第３項及び京都府暫定登録文化財に関する規則（平成29
年京都府教育委員会規則第５号）第２条第１項の規定により別表に掲げる有形文化財を京都府暫定登録有形文化財に登
録する。

　　令和７年３月25日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　
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別表　京都府暫定登録有形文化財
　美術工芸品
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京都府教育委員会告示第２号

　京都府文化財保護条例（昭和56年京都府条例第27号。以下「条例」という。）第７条第１項の規定により別表１に掲
げる有形文化財を京都府指定有形文化財に指定し、条例第43条第１項の規定により別表２に掲げる名勝を京都府指定名
勝に指定する。

　　令和７年３月25日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　
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別表１　京都府指定有形文化財
　⑴　建造物

　⑵　美術工芸品

本号250325KN.indd   206本号250325KN.indd   206 2025/03/21   17:04:052025/03/21   17:04:05



令和７年３月25日　火曜日　　　

207

京  都  府  公  報

本号250325KN

別表２　京都府指定名勝

京都府教育委員会告示第３号

　京都府登録文化財に関する規則（昭和57年京都府教育委員会規則第６号）第９条第２項の規定により、次の京都府登
録有形文化財の登録は、令和７年３月25日付けで取り消された。

　　令和７年３月25日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　
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京都府教育委員会告示第４号

　京都府暫定登録文化財に関する規則（平成29年京都府教育委員会規則第５号）第６条第２項の規定により、次の京都
府暫定登録有形文化財の登録は、令和７年３月25日付けで取り消された。

　　令和７年３月25日
京都府教育委員会　　　　　　　
教育長　前　川　　明　範　　
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公　安　委　員　会

　特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年３月25日
京都府公安委員会　　　　　　　
委員長　在　田　　正　秀　　

京都府公安委員会規則第５号

特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則

　特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年京都府公安委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「指定」の右に「、法第25条第１項の規定による報告又は資料の提出の要求及び同条第２項の規定による報
告若しくは資料の提出の要求又は保管物件の提示の要求」を加える。
　第２条から第４条までの規定中「に掲示」の右に「し、併せて公安委員会のホームページに掲載」を加える。
　第６条を第７条とする。
　第５条中「別記様式第７号」を「別記様式第８号」に改め、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。
　（報告等要求書による報告等の要求）
第５条　法第25条第１項の規定による報告又は資料の提出の要求及び同条第２項の規定による報告若しくは資料の提出
の要求又は保管物件の提示の要求は、報告等要求書（別記様式第７号）により行うものとする。
　別記様式第７号中「第５条関係」を「第６条関係」に改め、同様式を別記様式第８号とし、別記様式第６号の次に次
の１様式を加える。
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様式第７号（第５条関係）
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京都府警察本部告示第35号

　落札者を次のとおり決定した。

　　令和７年３月25日
京都府警察本部長　吉　越　　清　人　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量
　　映像ネットワークシステムの賃貸借　一式
２　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　　京都府警察本部総務部会計課
　　京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３
３　落札者を決定した日
　　令和７年１月17日
４　落札者の名称及び所在地
　　東京センチュリー株式会社
　　東京都千代田区神田練塀町３番地
５　落札金額
　　157,269,420円
６　契約の方法
　　一般競争入札
７　入札公告日
　　令和６年12月６日

別紙

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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